
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　訓

　令 

○
福
島
県
農
林
水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令                    

八
五 

　告

　示 

○
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
指
定
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件                

八
五 

○
青
少
年
に
有
益
な
書
籍
と
し
て
推
奨
す
る
件                                        

八
五 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
三
件                      

八
六 

○
潜
水
器
漁
業
の
許
可
に
係
る
制
限
措
置
の
内
容
及
び
申
請
す
べ
き
期
間
を
定
め 

　る
件                                                                      

八
六 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                        

八
七 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
件                    

八
七 

○
保
安
林
の
指
定
を
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で 

　あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                                        

八
七 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
三
件              

八
七 

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件                              

八
八 

　公

　告 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                              
八
九 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件                            
九
〇 

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
三
件                                              
九
〇 

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件                        

九
〇 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

訓

　
　令 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
訓
令
第
三
号 

本

　庁

　機

　関 

出

　先

　機

　関 

福
島
県
農
林
水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
農
林
水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

福
島
県
農
林
水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
（
平
成
十
三
年
福
島
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

九

　預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
九
号
） 

第
十
九
条
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
百
十
条
第
一
項
」
の
下

に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
百
二
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
百
十
六
条

第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
、
民
間
公

益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
、
預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る

法
律
第
二
十
条
」
を
加
え
る
。 

附

　則 

　こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
三
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
業
経
済
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
百
十
六
号 

　水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
指
定
の
件
（
平
成
十
三
年
福
島
県
告
示
第
三
百
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　表
中
「
令
和
七
年
度
」
を
「
令
和
十
二
年
度
」
に
、
「
〇
・
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
六
八
ミ
リ

グ
ラ
ム
」
に
、
「
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
〇
三
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
水
・
大
気
環
境
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
十
七
号 

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
書
籍
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

  

推
奨
番
号

名

　称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

　考

  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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三
〇
九

　
消
え
た
モ
ナ
・

作

　ニ
コ
ラ
ス
・
デ
イ

　
　
　

 

推
奨
対
象

　中
学
生
、
高
校
生 

 

リ
ザ

　
　
　

 

訳

　千
葉
茂
樹

　
　
　
　
　
　

 

青
年
、
一
般

　
　
　
　
　
　
　

 
 

発
行
所

　株
式
会
社
小
学
館

　

  
三
一
〇

　
そ
れ
か
ら
ぼ

作

　ア
リ
シ
ア
・
モ
リ
ー
ナ

　

 

推
奨
対
象

　小
学
生
（
中
学
年
、 

 

く
は
ひ
と
り

訳

　星
野
由
美

　
　
　
　
　
　

 

高
学
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

で
歩
く

　
　
絵

　犬
吠
徒
歩

　
　
　
　
　
　

 
 

発
行
所

　株
式
会
社
ほ
る
ぷ
出 

 

版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

三
一
一

　
ベ
ラ
ン
ダ
で

作

　あ
お
き
あ
さ
み

　
　
　
　

 

推
奨
対
象

　小
学
生
（
低
学
年
、 

 

わ
た
を
つ
く
っ

発
行
所

　株
式
会
社
福
音
館
書 

中
学
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

た
よ

　
　
　
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

三
一
二

　
な
に
か
い
い

作

　ミ
ー
シ
ャ
・
ア
ー
チ
ャ
ー 

推
奨
対
象

　幼
児
、
小
学
生
（
低 

 

こ
と
あ
っ
た
？

訳

　石
津
ち
ひ
ろ

　
　
　
　
　

 

学
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
発
行
所

　Ｂ
Ｌ
出
版
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
十
八
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

三
月
六
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ベ
イ
シ
ア
安
達
店

　福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
番
地
一
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
本
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

三
月
六
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
昭
和
町
店

　福
島
県
白
河
市
昭
和
町
二
百
十
四 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
白
河
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

三
月
六
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ベ
イ
シ
ア
安
達
店

　福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
番
地
一
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
本
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

１

　法
律
、
条
例
の
規
制
を
遵
守
し
、
良
好
な
生
活
環
境
を
維
持
す
る
よ
う
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

２

　周
辺
住
民
か
ら
騒
音
や
交
通
対
策
等
に
つ
い
て
意
見
や
要
望
が
あ
っ
た
際
に
は
、
真
摯
に
対
応

く
だ
さ
い
。 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
一
号 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
六

十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
潜
水
器
漁
業
に
つ
き
、
規
則

第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
第
一

　制
限
措
置 

一

　漁
業
種
類 

潜
水
器
漁
業 

二

　許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

二
十
九
人 

三

　操
業
区
域 

漁
業
権
者
の
同
意
の
あ
っ
た
第
一
種
共
同
漁
業
権
漁
場 

四

　漁
業
時
期 

⑴

　規
則
第
四
十
条
第
一
項
の
表
十
一
の
項
に
規
定
す
る
あ
わ
び
、
同
表
十
三
の
項
に
規
定
す
る

ほ
っ
き
が
い
及
び
同
表
十
五
の
項
に
規
定
す
る
う
に
を
採
捕
す
る
場
合

　同
表
中
欄
に
規
定
す

る
期
間
外
で
あ
っ
て
、
漁
業
権
者
が
同
意
し
た
期
間 

⑵

　⑴
に
掲
げ
る
水
産
動
物
以
外
の
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合

　漁
業
権
者
が
同
意
し
た
期

間 

五

　漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

福
島
県
に
住
所
を
有
す
る
者 

第
二

　許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

令
和
八
年
三
月
六
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
水

　産

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
矢
吹
原

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
八
年
二
月
十
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
二
十

六
日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
三
号 

　農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八

年
二
月
十
二
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福
島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら

次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
す
る
裁
定
の
申
請

が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
伊
達
崎
字
大
柳

　一
二

　畑

　
　一
、
一
三
八 

二

　農
地
の
利
用
の
現
況 

モ
モ
の
栽
培
で
利
用 

三

　農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細 

モ
モ
の
栽
培
で
利
用 

四

　農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら
れ
る
理
由 

借
り
受
け
希
望
者
が
明
確
で
あ
り
、
か
つ
、
農
用
地
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
農

地
で
は
な
い
た
め
、
福
島
県
農
業
振
興
公
社
農
地
中
間
管
理
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
程
第
六
条
の

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

五

　希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

１

　始
期

　令
和
八
年
四
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　三
年
九
月 

３

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　一
五
、
〇
〇
八
円 

六

　そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
記
載
な
し
） 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
を
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に

つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内

容
を
富
岡
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

飯
土
井
新
三
郎

　原
田
長
吉

　保
証
責
任
富
岡
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
に
指
定
し
た
こ
と
。 

２

　保
安
林
の
所
在
場
所
、
指
定
の
目
的
及
び
指
定
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林
の

指
定
を
す
る
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
五
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

星
佳
優

　五
十
嵐
伊
吉

　押
部
重
次
郎

　マ
ッ
ト
和
子

　海
老
名
光
夫

　五
ノ
井
忠
次
郎

　五
ノ

井
忠
次
郎

　星
キ
チ
ノ

　星
ス
ミ
子

　星
慶
次

　星
賢
一

　星
至

　星
晴
大

　星
勇
志

　青
栁
博

　

渡
部
運

　渡
部
久
彌

　渡
部
健
志

　渡
部
建
志

　渡
部
光
夫

　渡
部
幸
一

　渡
部
俊
治

　渡
部
新
吾

　渡
部
静
子

　渡
部
太
門

　渡
部
冨
五
郎

　渡
部
友
喜

　渡
部
友
喜

　渡
部
彌

　渡
部
槐

　加
藤
春

夫

　加
藤
政
一

　角
田
喜
一

　角
田
喜
一

　角
田
和
一

　本
名
三
郎

　角
田
ツ
ヤ
子

　角
田
庄
二

　

角
田
平
吉

　栗
城
梅
吉

　栗
城
梅
吉

　黒
川
広
志

　黒
田
梅
喜

　雪
下
繁

　長
谷
川
亨

　長
谷
川
重

夫

　長
谷
川
長
吉

　黒
田
勘
壹

　雪
下
德
三
郎

　五
ノ
井
嘉
代
次

　五
ノ
井
輝
美

　五
ノ
井
源
司

　

五
ノ
井
玄
瑞

　五
ノ
井
四
郎

　五
ノ
井
次
八

　五
ノ
井
新
三
郎

　五
ノ
井
新
六

　五
ノ
井
千
代
次

　

五
ノ
井
鶴
松

　五
ノ
井
文
美

　五
ノ
井
祐
喜

　五
ノ
井
傳
七

　五
ノ
井
傳
八

　青
柳
始

　青
柳
源
次

郎

　青
柳
源
太
郎

　青
柳
庄
一

　青
柳
辰
太
郎

　青
柳
武
雄

　青
柳
網
次
郎

　青
栁
庄
一

　長
谷
川

文
次

　長
谷
川
文
次

　渡
部
岩
四
郎

　渡
部
新
蔵

　渡
部
孫
四
郎

　渡
部
傳
蔵

　押
部
源
一
郎

　五

ノ
井
宗
一

　岩
渕
太
門

　須
佐
一
広

　須
佐
英
子

　須
佐
保
房

　大
竹
啓
二
郎

　大
竹
啓
二
郎

　大

竹
浩

　大
竹
実

　大
竹
茂

　滝
沢
正
昭

　目
黒
孝 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
三

十
九
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
六
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
棚
倉
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

松
本
光
義

　藤
田
音
次

　鈴
木
宗
司

　金
澤
義
一 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
四

十
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
平
田
村
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

荒
川
洋
一 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
二

十
七
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号 

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
地
区
画
整
理
組
合
の
名
称

　伊
達
市
堂
ノ
内
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合 

二

　事
務
所
の
所
在
地

　福
島
県
伊
達
市
鶴
田
七
十
四
番
一

　カ
ー
サ
伊
達
一
〇
二
号
室 

三

　設
立
認
可
の
年
月
日

　令
和
三
年
三
月
二
日 

四

　変
更
認
可
の
年
月
日

　令
和
八
年
三
月
六
日 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

五

　変
更
の
内
容

　事
業
施
行
期
間 

変
更
前

　令
和
三
年
六
月
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

変
更
後

　令
和
三
年
六
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
                                

                                       

公 告 第 ５ ３ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 庶 務 シ ス テ ム 改 修 業 務 （ 旅

費 制 度 改 正 関 係 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ）
第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  
福 島 県 庶 務 シ ス テ ム 改 修 業 務 （ 旅 費 制 度 改 正 関 係 ）   一 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 総 務 部 人 事 総 室 職 員 業 務 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
令 和 ７ 年 12 月 22 日  

４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  
日 本 電 気 株 式 会 社   東 京 都 港 区 芝 五 丁 目 ７ 番 １ 号  

５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
1 8 1 , 3 9 0 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
随 意 契 約  

７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  

（ 職 員 業 務 課 ）  
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公
告
第
五
十
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　新
地
町
土
地
改
良
区 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

監
事

　水
戸

　春
生

　相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
新
地
八
四
番
地
の
二 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
十
五
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
三
月
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　矢
吹
原
土
地
改
良
区 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　佐
藤

　征
男

　岩
瀬
郡
鏡
石
町
豊
郷
中
二
〇
八
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
十
六
号 

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
鬼
光

頭
川
、
宝
川
、
山
田
川
、
笹
川
、
安
座
川
、
切
石
川
、
野
辺
沢
川
、
応
名
川
、
大
深
沢
川
、
大
谷
川
、

滝
尻
川
、
磨
上
川
、
高
橋
川
、
小
黒
川
、
小
田
川
、
高
森
川
、
梵
天
川
、
大
倉
川
及
び
会
津
川
に
係
る

洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設

事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
十
七
号 

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
払
川
、

烏
帽
子
森
川
、
山
ノ
入
川
、
境
川
、
口
太
川
、
安
達
太
田
川
、
針
道
川
、
滝
山
川
、
轟
川
、
羽
石
川
及

び
原
瀬
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る

水
深
を
定
め
た
。 

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
十
八
号 

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
塩
沢

川
、
小
塩
沢
川
、
伊
南
川
、
□
戸
川
、
小
川
沢
川
、
後
田
川
、
初
瀬
川
、
大
白
沢
川
、
布
沢
川
、
太
田

川
、
野
々
沢
川
、
塩
岐
川
、
下
山
沢
川
、
富
沢
川
、
深
沢
川
、
鹿
水
川
、
小
屋
川
、
久
川
、
小
滝
川
、

白
沢
川
、
宮
沢
入
川
、
湯
の
岐
川
、
鱒
沢
川
、
伊
与
戸
川
、
自
源
寺
川
、
鶴
沼
川
、
小
野
川
、
田
沢
川
、

帯
沢
川
、
黒
沢
川
、
赤
穂
原
川
、
黒
森
沢
川
、
富
貴
沢
川
及
び
山
王
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を

指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設

事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
十
九
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
若
松
市
か
ら
会
津
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調

査
課 

（
都
市
計
画
課
） 
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